
第４回 木曽三川下流部船舶対策協議会

国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所

木曽三川下流部における不法係留船対策の進め方木曽三川下流部における不法係留船対策の進め方
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これまでの経過

協議会設置の趣旨第１回幹事会の開催平成１９年３月１６日

基本方針（案）について

大型作業船の是正措置について

第３回協議会の開催平成２１年３月１９日

基本方針（案）について第２回勉強会の開催平成２１年２月２６日

不法係留船の問題点と対策の流れ第１回勉強会の開催平成２１年１月１６日

現地視察

漁船とプレジャーボートの線引き

第２回協議会の開催平成２０年６月２６日

不法係留船の現状と問題点第１回協議会の開催平成２０年２月１５日
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不法係留船の現状

５１４隻２８２隻２３２隻漁船以外

１，４７８隻７０４隻７７４隻合 計

９６４隻４２２隻５４２隻漁 船

合 計許可船舶以外許可船舶

※ 船舶数は平成１８年度の調査による
※ 許可船舶は変形護岸（低水護岸を整備したもの）や防災桟橋に係留を認めたもの

変
形
護
岸

船頭平防災桟橋

木曽三川下流部における船舶の係留状況

木曽三川下流部の不法係留による支障と河川利用

出水による船舶の転覆

燃料油等の流出

沈船による施設の損傷

護岸損傷（係留杭）

漁 業

レジャー

舟運・観光

歴 史
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木曽三川下流部船舶対策の基本方針

平成２１年３月１９日 第３回木曽三川船舶対策協議会

不法係留船対策の理念１

不法係留船対策の理念２

歴史的背景を踏まえ、生業を行うために必要な船舶とレジャーの用に供する船舶とで対策の
進め方に一定の差異を設ける必要がある。

変形護岸の空きスペースを有効に活用するため、変形護岸の将来ビジョンを定める必要が
ある。

不法係留船対策の進め方

所有者不明の船舶 簡易代執行

所有者判明の船舶 自主撤去を指導
重点的撤去区域の設定

（強制な撤去措置が必要な区域）

行政代執行係留施設の設置の検討（恒久・暫定）
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Ｈ２２度中に

計画策定

木曽三川下流部全域に点在

するため、計画的に対策を

実施する必要がある。河川

管理上の支障の度合いを勘

案し優先順位を決め対応す

る。

不法係留船（①②以外）

不法係留船対策にかかる計画を策

定し対応する。

・優先順位を決定する。（重点的撤

去区域の設定）

・恒久的係留施設の検討

・漁船等の係留施設の検討・調整

③

時期理由内容

Ｈ２２～

順次対応

管理・使用されていない船舶

であり、沈没、流出の危険性

が高い

所有者不明船舶・沈船・廃船の処理②

適時対応放置すれば河川管理上、重

大な被害（流出による施設

の損傷や油の流出による水

質の悪化など）が予想される

もの

早急に対策が必要な案件の処理①

対策の進め方
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理 由場所

桑名市が占用する変形護岸。管理能力がなくなった人物の

船舶及び私物が散乱している状態。台風１８号によりこの

人物の船舶５隻が沈没または浸水した。流出の危険があり、

また自由使用の妨げとなっており、早急な対応が必要。

占用を廃止した変形護岸であるが、８０隻を超える船舶が

係留または陸上げされている。沈没している船舶が８隻（う

ち３隻は台風１８号により沈没）。流出の危険があり、また

自由使用の妨げとなっており、早急な対応が必要。

大型作業船（ブースター船）が流出した場合、河川管理施

設等に損傷を与えるおそれがあり、また、沈没した場合は

積載している燃料油が流出するおそれがあり、早急な対応

が必要。

長良川左岸

11.6Km（松ノ木変

形護岸）

③

長良川左岸9.4Km

（下坂手変形護

岸）

②

長良川右岸12ｋ

（ブースター船）

①

早急に対応が必要な案件

②長良川左岸9.4Km

（下坂手変形護岸）

③長良川左岸11.6Km
（松ノ木変形護岸）

早急に対応が必要な案件（位置図）

①長良川左岸12.0Km
（ブースター船）
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早急に対応が必要な案件（ブースター船の撤去）

揖斐川

長良川

木曽川

ブースター船は、平成７年の長良川河口堰運用開始に伴い、マウンド浚渫工事に
従事した大型作業台船
工事終了後も移動することなく、長良川左岸１２キロ付近の本川上に係留を続けて
いた。
幅約１５ｍ、長さ約４０ｍ、積載A重油約３２ｋｌ
１０年以上、河川上に放置されており、老朽化が進んでいる。
流出すれば下流の河川管理施設、許可工作物に損傷を与えるおそれがある。
沈没等により積載油が河川に流出すれば、利水や環境に甚大な被害がある。

本船上に係留されていたブースター船
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早急に対応が必要な案件（ブースター船の撤去）

⑤監督処分命令書の交付

（河川法第７５条第１項）

⑤不利益処分理由書の交付

（行政手続法第１４条）

Ｈ２１年３月１３日

履行期限：５月１４日
⑥戒告書の交付

（行政代執行法第３条第１項）
Ｈ２１年４月１５日

④弁明の機会の付与

（行政手続法第１３条第１項第２号）
Ｈ２１年２月２６日

所有者が自ら撤去する意志が
ないことを確認（不法係留と認
識）

②ブースター船買い上げ要求書Ｈ１８年１１月６日

第２回 Ｈ２０．１０．１６

第３回 Ｈ２０．１１．１７

第４回 Ｈ２０．１２．１７

第５回 Ｈ２１． １．１９

第６回 Ｈ２１． ２．１９

③是正指示書の交付

（河川法第７７条第１項）
Ｈ２０年９月１６日

自主撤去のための水位情報提
供、撤去要請等

①口頭指導・撤去要請Ｈ１８年以前
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早急に対応が必要な案件（ブースター船の撤去）

解体・撤去作業終了H２１年７月２７日

後片付け終了H２１年８月１０日

解体撤去作業に着手H２１年５月１８日

燃料油等の抜き取り作業に着手H２１年５月１４日

所有者の弁護士からブースター船を自主
撤去することの申出書の提出

H２１年５月１１日

⑥戒告書の交付（履行期限：５月１４日）

（行政代執行法第３条第１項）
Ｈ２１年４月１５日

５月１３日以前の係留場所 12.0k

11.6k

５月１４日以降の係留場所

係留位置図

撤去のため移動した
ブースター船

撤去作業中のブースター船
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早急に対応が必要な案件（下坂手変形護岸）

平成１９年度末に本来の使用者がいなくなったため、桑名市が占用廃止。

桑名市と河川管理者が看板設置や口頭指導による撤去を指導するが改善さ

れない。

約６０ｍの変形護岸に８４隻があり、沈没している船が５隻、その他の船も老

朽化しているものが多い。 （平成２１年９月時点）

１０月８日の台風１８号により新たに３隻が沈没（合計８隻が沈没）

約４０隻が所有者不明。

下坂手変形護岸の全景
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早急に対応が必要な案件（下坂手変形護岸）

下坂手変形護岸船舶位置図

簡易代執行対象船舶

所有者判明船舶

自主撤去した船舶
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早急に対応が必要な案件（下坂手変形護岸）

老朽化した船舶

不法設置桟橋と沈没船

高水敷に陸上げされた船舶

不法に設置された係留杭（単管パイプ）
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早急に対応が必要な案件（下坂手変形護岸）

台風１８号による被害（１０月８日）
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早急に対応が必要な案件（下坂手変形護岸）

所有者判明
（４３隻（うち沈没船は８隻））

所有者不明
（４１隻）

詳細調査
（H21.9～）

•位置図の作成
•船舶番号の有無
•船舶の状況
•船舶の計測

撤去するよう指導
（沈没船は流出のおそれがあるた
め早急に撤去するよう指導）

簡易代執行に
向け準備

現在、口頭による指導中
（沈没船は６隻が高水敷に引き上
げられた）

今年度中に
手続を開始

方針

現状

新たに設置した警告看板
（H21.11.12)

・河川法に違反していること
・１２月１２日までに撤去すること
・撤去しない場合は河川管理者が撤
去し、費用は所有者の負担となること

撤去しない場合は行政代執行

簡易代執行撤去船舶保管場所

保管場所

変形護岸の廃止（葦原の再生等）船舶の撤去
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早急に対応が必要な案件（松ノ木変形護岸）

桑名市が占用する変形護岸

１０月８日の台風１８号により同一人物が所有する５隻が沈没または浸水

この人物は高齢、病気などにより船の管理ができない。（沈没した船舶も含め

１４隻の船舶を係留）

この人物は高水敷に私物を持ち込み散乱した状態になっている。

占用者である桑名市及び河川管理者の指導にも従わなかった。

台風18号により沈没する前の船舶 散乱する私物

早急に対応が必要な案件（松ノ木変形護岸）

現在、船舶及び私物の所有
者に撤去するよう指導

所有者が船舶及び私物を撤去する方
向で準備中
撤去後は変形護岸の使用を廃止する

ことで所有者と桑名市が合意

所有者が撤去
した場合

変形護岸の一部閉鎖（再発防止策）
・閉鎖部分の簡易代執行
・閉鎖部分の立ち入り禁止措置
（ブロックやロープの設置）

行政代執行

所有者が撤去
しなかった場合

台風１８号により沈没した船舶

簡易代執行予定船舶

長良川

沈没船

簡易代執行対象

閉鎖予定区域

松ノ木変形護岸

現 状

今後の対応

所有者不明船舶・沈船・廃船の処理

今年度、出水期中に許可
排水機場のポンプを稼働し
たところ、沈んでいた船を吸
い込み、スクリーンを損傷す
る事故が起きた。木曽川下
流河川事務所のポンプ車、
照明車が排水機場管理者の
要請に応じ出動し待機する
事態となった。幸いにもその
後、出水がなく被害はなかっ
た。

平成１８年の調査では所有者の確認できない船舶が５００隻
以上ある。
これら所有者不明船舶のうち、日常的に使用しておらず放置
されている船舶 は出水や台風等により流出する危険性が
高い。
流出すれば河川管理施設や許可工作物に損傷が受け、ま
たは操作に支障が出るおそれがある。

河川管理上の支障を

勘案し、優先順位を

決め簡易代執行、廃

船処理を進める。

破損したスクリーン

引き上げられた沈没船

待機するポンプ車等

夜間のポンプ設置作業
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木曽三川下流部における不法係留船対策に係る計画

木曽三川下流部には約１５００隻の船舶が係留されている

そのうち７００隻以上が河川法の許可を受けていない。

木曽三川下流部と船舶は歴史、産業、観光など地域の生活と密接な関係がある。

不法係留船は管内全域に点在しており、その数も多いため優先順位を決め対策を

進める必要がある。

伊勢湾周辺に民間マリーナ等の保管施設が不足している。

現在、最新の係留状況を把握するため管内全域の係留船調査を実施中

伊勢湾周辺の民間マリーナ等の保管施設の受入可能数について、現在調査中。

不法係留船として撤去指導等を行う船舶を明確に定義し、それ以外の船舶の係留

の取り扱いについて、関係機関、関係団体と協議・調整が必要

恒久的な係留施設の設置の可能性を検討

平成２２年度中の計画策定を目指す



伊勢湾内のマリーナ

桑名市

四日市市

津市

名古屋市

常滑市

鈴鹿市

知多市

弥富市

津ヨットハーバー

マリーナ河芸

伊勢湾マリーナ

スズキマリーナ白子

木曽川マリーナ マリンパーク愛知 (株)グレートマリン

新舞子ボートパーク

鬼崎フィッシャリーナ

(有)東海マリンサービス

常滑マリーナ

マリンスポーツゲレンデSAGAWA

赤字は公共マリーナ

三重県

愛知県

凡 例

約２５０隻分の収容余力がある。
（聞き取り調査による結果）
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不法係留船対策の進め方（フロー）

不法係留船対策に

係る計画の策定

所有者不明船舶・

沈船・廃船の処理

早急に対策が

必要な案件の処理

協議会・幹事会

河川管理上の支障を勘案し順次実施する

素案の策定

H21.11.26
幹事会

H21.12.17
協議会

H22.5月末

幹事会

H22.7月末

幹事会

H22年秋

協議会

原案の策定

H22.4

計画
の

決定

H23.4H21.11

下坂手変形護岸の対策
松ノ木変形護岸の対策

素
案
の
提
案

意
見
の
集
約

原
案
の
提
案

意
見
の
集
約

原
案
の
提
案

原
案
の
承
認

下坂手変形護岸の対策
松ノ木変形護岸の対策

簡易代執行

行政代執行

１月上旬
公 告

２月中旬
実 施

８月中旬
まで保管

１月上旬
指示書
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行政代執行と簡易代執行

不法係留船

所有者が判明※１

是正指示※２

（河川法第７７条第１項）

弁明の機会の付与
（行政手続法第１３条第１項第２号）

戒告書の交付
（行政代執行法第３条第１項）

代執行令書の交付
（行政代執行法第３条第２項）

行政代執行の実施
（行政代執行法第２条）

監督処分
（河川法第７５条第１項）

不利益処分理由書
（行政手続法第１４条第１項）

代執行費用納付命令
（行政代執行法第５条）

代執行費用の徴収※３

（行政代執行法第６条）

所有者が不明※５

撤去する旨を公告※６

（河川法第７５条第３項）

簡易代執行の実施
（河川法第７５条第３項）

除却した工作物の保管
（河川法第７５条第４項）

返還のための公示※７

（河川法第７５条第５項）

所有者が判明（工作物の返還）

物件の引き取り通知

物件の処分※４

1ヶ月程度の履行期限

1ヶ月程度の履行期限

1ヶ月程度の履行期限

1ヶ月程度の履行期限

1ヶ月程度の猶予期間

公示の日から６ヶ月後
所有権が国に帰属

（河川法第７５条第１０項）

所有者が不明

要した費用の請求
（河川法第７５条第９項）

※１ 小型船舶番号、漁船登録番号等から所有者
等を調査

※２ 是正指示は複数回行うことも可能
※３ 国税滞納処分の例により財産の差し押さえ

が可能
※４ 財産的価値のあるものは売り払い、価値の

無いものは廃棄する。

※５ 過失なく所有者等が判明
しない場合のみ簡易代執
行が可能

※６ 通常、現地や事務所掲示
板等を利用し公告する

※７ 保管を始めた日から１４
日間、事務所等に掲示す
る。その後も所有者等が
判明しないときは官報に
掲載する。

最

短

約
５
ヶ
月

約
１
ヶ
月

行政代執行 簡易代執行
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行政代執行の要件

• 行政代執行法第２条

法律により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為であること

河川法第７５条第１項（監督処分）による河川区域外への撤去することという義務

他人が代ってなすことのできる行為に限ること

河川管理者の手によって撤去することが可能

他の手段によってその履行を確保することが困難であること

河川法により指示、命令、罰則を与えることはできるが撤去することはできない。

その不履行を放置することが著 しく公益に反すると認められること

河川管理上の支障、治水上の問題、環境の悪化、景観阻害、自由使用の妨げな
どの問題あり放置できない。

当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、
その費用を義務者から徴収することができる。




